
平
成
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
九
号

原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の
型
式
認
定
の

手
続
等
に
関
す
る
規
則

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第

六
十
号
）
第
三
十
九
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
普
通
自

転
車
等
の
型
式
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
申
請
書
の
様
式
）

第
一
条
　
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
以
下
「
府
令
」
と
い

う
。
）
第
三
十
九
条
の
二
第
三
項
（
府
令
第
三
十
九
条

の
二
の
二
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
三
第
三
項
、
第
三

十
九
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
五
第
三
項
、
第

三
十
九
条
の
六
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
、

第
三
十
九
条
の
八
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条
の
九
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
六
条
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、

別
記
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
指
定
の
基
準
等
）

第
二
条
　
府
令
第
三
十
九
条
の
二
第
四
項
第
三
号
（
府
令

第
三
十
九
条
の
二
の
二
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
三
第

三
項
、
第
三
十
九
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
五

第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
六
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の

七
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
八
第
三
項
及
び
第
三
十
九

条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定

（
以
下
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
は
、
指
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
法
人
の
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を

し
た
法
人
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
申
請
法

人
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合

し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
府
令
第
三
十
九
条
の
二
第
四
項
第
三
号
の
試
験

（
以
下
「
型
式
認
定
試
験
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
行

う
た
め
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
試
験

を
行
う
こ
と
。

二
　
型
式
認
定
試
験
を
適
正
に
行
う
た
め
必
要
な
施
設

及
び
設
備
を
使
用
し
て
試
験
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三
　
型
式
認
定
試
験
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
必

要
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
型
式
認
定
試
験
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き

は
、
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
型
式
認
定
試
験

が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

五
　
指
定
申
請
法
人
が
、
原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助

車
等
、
原
動
機
を
用
い
る
軽
車
両
、
駆
動
補
助
機
付

自
転
車
、
移
動
用
小
型
車
、
原
動
機
を
用
い
る
身
体

障
害
者
用
の
車
、
遠
隔
操
作
型
小
型
車
、
自
転
車
、

安
全
器
材
等
又
は
模
擬
運
転
装
置
（
以
下
「
車
等
」

と
い
う
。
）
の
製
作
、
組
立
て
又
は
販
売
を
業
と
す

る
者
（
以
下
「
製
作
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
支

配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

イ
　
指
定
申
請
法
人
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
製
作
事
業
者
等
が
そ
の
親
法
人
（
会
社

法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
指
定
申
請
法
人
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法

第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社

を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社

員
）
に
占
め
る
製
作
事
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員

（
過
去
二
年
間
に
当
該
製
作
事
業
者
等
の
役
員
又

は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
が
二
分

の
一
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
指
定
申
請
法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
が
、

製
作
事
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間

に
当
該
製
作
事
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ

た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

（
指
定
の
申
請
）

第
三
条
　
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
家
公
安
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款

二
　
登
記
事
項
証
明
書

三
　
役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

四
　
型
式
認
定
試
験
を
行
う
者
の
氏
名
、
住
所
並
び
に

型
式
認
定
試
験
に
関
す
る
資
格
及
び
略
歴
を
記
載
し

た
書
面

五
　
型
式
認
定
試
験
を
行
う
た
め
の
施
設
及
び
設
備
の

概
要
を
記
載
し
た
書
面

六
　
資
産
の
総
額
及
び
種
類
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に

こ
れ
を
証
す
る
書
面

（
名
称
等
の
公
示
）

第
四
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
を
し
た
と
き
は
、

当
該
指
定
を
受
け
た
法
人
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」

と
い
う
。
）
の
名
称
、
住
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地
を

公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
名
称
等
の
変
更
）

第
五
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
公
示

さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
そ
の
旨
を
国
家
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
指
定
試
験
機
関
は
、
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

書
類
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
そ
の
旨
を
国
家
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
等
）

第
六
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
の
事
業
計
画

及
び
収
支
予
算
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前

に
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
指
定
試
験
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
、

収
支
決
算
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
財
産
目
録
を
作
成

し
、
当
該
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
国
家
公
安
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
試
験
機
関
の
型
式
認
定

試
験
に
係
る
事
業
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
に
対

し
、
そ
の
財
産
の
状
況
又
は
事
業
の
運
営
に
関
し
報
告

又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
解
任
の
勧
告
）

第
七
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
試
験
機
関
の
役
員

又
は
型
式
認
定
試
験
を
行
う
者
が
型
式
認
定
試
験
に
関

し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関

に
対
し
、
当
該
役
員
又
は
当
該
型
式
認
定
試
験
を
行
う

者
の
解
任
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
の
勧
告
）

第
八
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
試
験
機
関
が
第
二

条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と

認
め
る
と
き
又
は
指
定
試
験
機
関
の
財
産
の
状
況
若
し

く
は
そ
の
型
式
認
定
試
験
に
係
る
事
業
の
運
営
に
関
し

改
善
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
試

験
機
関
に
対
し
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ

き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
九
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
試
験
機
関
が
、
こ

の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
前
二
条
の
規

定
に
よ
る
勧
告
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
勧

告
に
係
る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を

取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す

る
。

（
型
式
認
定
番
号
の
指
定
の
通
知
等
）

第
十
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
府
令
第
三
十
九
条
の
二

第
五
項
（
府
令
第
三
十
九
条
の
二
の
二
第
三
項
、
第
三

十
九
条
の
三
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
四
第
三
項
、
第

三
十
九
条
の
五
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
六
第
三
項
、

第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
八
第
三
項

及
び
第
三
十
九
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
型
式
認
定
番
号
を
指
定

し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
と
と
も

に
、
当
該
型
式
認
定
番
号
、
認
定
（
府
令
第
三
十
九
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
三

十
九
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
、
第

三
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
、

第
三
十
九
条
の
七
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
八
第
一
項

又
は
第
三
十
九
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
車
等
の
名
称
及
び
型
式

並
び
に
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
名
称
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
住
所
を
公
示

す
る
も
の
と
す
る
。

（
表
示
）

第
十
一
条
　
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
型

式
の
車
等
に
次
の
事
項
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
車
等
の
製
作
等
の
時
期
又
は
そ
の
時
期
を
表
す

略
号

二
　
認
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
そ
の
氏
名
を
表
す

略
号

（
変
更
等
の
届
出
）

第
十
二
条
　
府
令
第
三
十
九
条
の
二
第
七
項
（
府
令
第
三

十
九
条
の
二
の
二
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
三
第
三

項
、
第
三
十
九
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
五
第

三
項
、
第
三
十
九
条
の
六
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
七

第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
八
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条

の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
二
の
届
出
書
を
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
取
消
し
の
手
続
等
）

第
十
三
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
府
令
第
三
十
九
条
の

二
第
八
項
（
府
令
第
三
十
九
条
の
二
の
二
第
三
項
、
第

三
十
九
条
の
三
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
四
第
三
項
、

第
三
十
九
条
の
五
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
六
第
三

項
、
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
八
第

三
項
及
び
第
三
十
九
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に

よ
り
認
定
を
取
り
消
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定

を
受
け
た
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
書
面
に
よ
り
、

弁
明
を
な
す
べ
き
日
時
及
び
場
所
並
び
に
取
消
し
の
理

由
を
通
知
し
て
、
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
の
機

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
府
令
第
三
十
九
条
の
二
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該

1



取
消
し
を
受
け
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も

に
、
当
該
取
消
し
に
係
る
型
式
認
定
番
号
、
車
等
の
名

称
及
び
型
式
並
び
に
当
該
取
消
し
を
受
け
た
者
の
氏
名

及
び
住
所
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
標
章
）

第
十
四
条
　
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
認
定
に
係

る
型
式
の
車
等
に
別
記
様
式
第
三
の
標
章
を
は
り
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
表
示
の
届
出
等
）

第
十
五
条
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
略
号
を
表
示
し
た

者
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
標
章
を
は
り
付
け
た
者

は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
国
家
公
安
委
員
会
に
届
け
出

る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
四
の
届

出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
十
六
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
当
該
各
号
に
定

め
る
規
定
に
よ
る
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提

出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ

て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
及
び
別
記
様
式
第
五

の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
申
請
書
　
府
令
第
三
十
九
条
の
二
第
三
項

二
　
製
作
に
お
け
る
均
一
性
を
明
ら
か
に
す
る
事
項
を

記
載
し
た
書
類
　
府
令
第
三
十
九
条
の
二
第
四
項

（
府
令
第
三
十
九
条
の
二
の
二
第
三
項
、
第
三
十
九

条
の
三
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
四
第
三
項
、
第
三

十
九
条
の
五
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
六
第
三
項
、

第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
八
第
三

項
及
び
第
三
十
九
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

三
　
申
請
書
　
第
三
条
第
一
項

四
　
定
款
　
第
三
条
第
二
項

五
　
登
記
事
項
証
明
書
　
第
三
条
第
二
項

六
　
役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書

面
　
第
三
条
第
二
項

七
　
型
式
認
定
試
験
を
行
う
者
の
氏
名
、
住
所
並
び
に

型
式
認
定
試
験
に
関
す
る
資
格
及
び
略
歴
を
記
載
し

た
書
面
　
第
三
条
第
二
項

八
　
型
式
認
定
試
験
を
行
う
た
め
の
施
設
及
び
設
備
の

概
要
を
記
載
し
た
書
面
　
第
三
条
第
二
項

九
　
資
産
の
総
額
及
び
種
類
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に

こ
れ
を
証
す
る
書
面
　
第
三
条
第
二
項

十
　
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
　
第
六
条
第
一
項

十
一
　
事
業
報
告
書
、
収
支
決
算
書
、
貸
借
対
照
表
及

び
財
産
目
録
　
第
六
条
第
二
項

十
二
　
届
出
書
　
第
十
二
条
及
び
前
条
第
二
項

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
四
日
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
八
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
同

年
五
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
四
月
二
八
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
五
月
十
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
二
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
総
理
府
令
（
平
成
七
年
総
理
府
令
第
四
十
三

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金

支
給
法
施
行
規
則
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機

械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
、

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等

に
関
す
る
規
則
、
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
、

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規
則
、
自
動
車

の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
、
原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の
型
式

認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
自
動
車
教
習
所

が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
特
定
物

質
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
及
び
古
物
営
業
法

施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規

則
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管

理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
、
風
俗
営
業
等
の

規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規

則
、
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
、
指
定
車
両
移

動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規
則
、
自
動
車
の
保
管
場
所

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、

原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の
型
式
認
定
の
手
続

等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習

の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
特
定
物
質
の
運
搬
の

届
出
等
に
関
す
る
規
則
及
び
古
物
営
業
法
施
行
規
則
に

規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ

れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
氏

名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
六
号
）

こ
の
規
則
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
捜
査
規
範
、
国
際

捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
書
式
例
、
警
備

員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
風
俗
環

境
浄
化
協
会
等
に
関
す
る
規
則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び

型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
、
地
域
交
通
安
全
活
動

推
進
委
員
及
び
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会

に
関
す
る
規
則
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
く
意
見
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
審
査
専
門
委

員
に
関
す
る
規
則
、
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に

関
す
る
規
則
、
交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン
タ
ー
に
関
す

る
規
則
、
盲
導
犬
の
訓
練
を
目
的
と
す
る
法
人
の
指
定

に
関
す
る
規
則
、
原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の

型
式
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
自
動
車
教

習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
技

能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
、
運
転
免
許
に
係
る

講
習
等
に
関
す
る
規
則
、
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許

に
係
る
運
転
免
許
証
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
作
成

す
る
能
力
を
有
す
る
法
人
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
自

転
車
の
防
犯
登
録
を
行
う
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、

特
定
物
質
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
、
古
物
営

業
法
施
行
規
則
、
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関

す
る
規
則
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
再
発
を
防
止
す
る

た
め
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
援
助
に
関
す
る

規
則
、
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
警
察
庁
長
官
の
意
見

の
陳
述
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
運
転
免
許
取
得
者

教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の

規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為

等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の

聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
国
家
公
安
委
員
会
関
係

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
、
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業

を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
る
被

害
を
自
ら
防
止
す
る
た
め
の
警
察
本
部
長
等
に
よ
る
援

助
に
関
す
る
規
則
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関

す
る
規
則
、
携
帯
音
声
通
信
役
務
提
供
契
約
に
係
る
契

約
者
確
認
に
関
す
る
規
則
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関

す
る
規
則
、
届
出
対
象
病
原
体
等
の
運
搬
の
届
出
等
に

関
す
る
規
則
、
遺
失
物
法
施
行
規
則
、
犯
罪
に
よ
る
収

益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務

の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
少
年
法
第
六
条
の
二
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
く
警
察
職
員
の
職
務
等
に
関
す
る
規

則
、
被
疑
者
取
調
べ
適
正
化
の
た
め
の
監
督
に
関
す
る

規
則
、
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会

及
び
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
た
め
の
講
習
会
の
開
催

に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者

の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
行
方
不
明
者
発
見
活
動
に
関

す
る
規
則
、
国
家
公
安
委
員
会
関
係
警
察
等
が
取
り
扱

う
死
体
の
死
因
又
は
身
元
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
、
死
体
取
扱
規
則
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事

会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実

施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
施
行
規
則
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会

決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施

す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
実
施
に
関

す
る
規
則
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け

る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ

2



の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
則
に
規
定
す
る

様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
九
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
元
年
法
律
第
二
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定

（
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
号
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
六
条
の
改
正
規
定
（
「
第
三

十
九
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
二
の
二
第

三
項
、
第
三
十
九
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
を

除
く
。
）
及
び
別
記
様
式
第
五
の
改
正
規
定
並
び
に
次

項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
原
動
機
を
用
い
る
歩
行

補
助
車
等
の
型
式
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
に
規

定
す
る
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後

の
原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の
型
式
認
定
の
手

続
等
に
関
す
る
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
三
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

（
原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の
型
式
認
定
の
手

続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
第
１
（
第
１
条
関
係
）

別記様式第1(第1条関係) 

原動機を用いる歩行補助車等 

原 動 機 を 用 い る 軽 車 両 

駆 動 補 助 機 付 自 転 車 

移 動 用 小 型 車 

原動機を用いる身体障害者用の車 

遠 隔 操 作 型 小 型 車 

普 通 自 転 車 

安 全 器 材 等 

運 転 シ ミ ュ レ ー タ ー 

  型式認定申請書 

 

年  月  日  

 

 国家公安委員会 殿 

 

住所           

申請者              

氏名           

製 品 の 名 称 

 

型 式 

 

製作工場又は組立工

場の名称及び所在地 

 

備 考 

 

備考 1 申請者の氏名は、申請者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名とす

る。 

   2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。 

別
記
様
式
第
２
（
第
１
２
条
関
係
）

別記様式第2(第12条関係) 

原動機を用いる歩行補助車等 

原 動 機 を 用 い る 軽 車 両 

駆 動 補 助 機 付 自 転 車 

移 動 用 小 型 車 

原動機を用いる身体障害者用の車 

遠 隔 操 作 型 小 型 車 

普 通 自 転 車 

安 全 器 材 等 

運 転 シ ミ ュ レ ー タ ー 

  型式認定変更届 

 

年  月  日  

 

 国家公安委員会 殿 

 

住所           

届出者              

氏名           

製 品 の 名 称 

 

型 式 

 

変更を必要とする事

項及び理由 

 

備考 1 届出者の氏名は、届出者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名とす

る。 

   2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。 

別
記
様
式
第
３
（
第
１
４
条
関
係
）

別記様式第3（第14条関係）（平20公安規17・一部改正）  
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別
記
様
式
第
４
（
第
１
５
条
関
係
）

別記様式第4（第15条関係）（平6公安規9・平11公安規1・平20公安規17・令元公安規3・令2公安規13・一部改正）略号表示届標章貼付年月日国家公安委員会殿住所届出者氏名製品の名称型式開始の時期略号及びその表示方法又は標章をはり付ける位置備考1届出者の氏名は、届出者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名とする。2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。  

別
記
様
式
第
５
（
第
１
６
条
関
係
）

別記様式第5（第16条関係）（平11公安規7・追加、平20公安規17・令元公安規3・令元公安規5・令2公安規13・一部改正）電磁的記録媒体提出票国家公安委員会殿年月日提出者の名称等住所道路交通法施行規則第39条の2第3項（準用する場合を含む。）道路交通法施行規則第39条の2第4項（準用する場合を含む。）原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第3条第1項原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第3条第2項原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第6条第1項原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第6条第2項原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第12条原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第15条第2項の規定により提出すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を以下のとおり提出します。本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。1電磁的記録媒体に記録された事項2電磁的記録媒体と併せて提出される書類備考1「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されている事項を記載するとともに、2以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁的記録媒体ごとに整理番号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載すること。2「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている電磁的記録媒体に記録されている事項以外の事項を記載した書類を併せて提出する場合にあっては、その書類名を記載すること。3不要の文字は、横線で消すこと。4該当事項がない欄は、省略すること。5用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
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